議案第７３号「知多南部広域環境組合の設置について」及び議案第７４号「常滑武豊衛生組合規約の一部改正について」反対討論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年１２月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本共産党　梶　田　　　稔
　私は、日本共産党議員団を代表して、議案第７３号「知多南部広域環境組合の設置について」及び議案第７４号「常滑武豊衛生組合規約の一部改正について」、この際、関連がありますので、一括して反対の立場から討論を行います。

　現在、広域化計画の対象地域には、半田市クリーンセンター１５０トン／日、常武クリーンセンター１５０トン／日、知多南部クリーンセンター１１２．５トン／日の３事業所が稼働しています。
　この３事業所を閉鎖して、日処理量３８０トンの大規模ゴミ処理施設に集約する計画となっています。その事業所の管理・運営に当たる広域事務組合を設置について提案している議案であります。
 　そもそも事の発端は、平成９年、旧厚生省が「ゴミ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定し、ダイオキシン類削減等のために施設の集約が必要だとして打ち出した施策であります。
　常武クリーンセンターの例でみますと、ダイオキシン類削減対策の一環として、平成１１年度、灰固形化処理施設整備に６億１９５０万円、排ガス高度処理施設整備に５億７２２５万円、計１１億９１７５万円を投じて竣工しています。
　知多南部クリーンセンターのゴミ処理施設も、平成１０年３月に完成し、もとよりダイオキシン類削減等の対策が十分図られていることは当然であります。
　半田市クリーンセンターにおいても、ダイオキシン類削減等の対策は当然措置されており、旧厚生省が目的としたダイオキシン類削減等の対策は、いずれのクリーンセンターにおいても、クリアしている状況にあります。

　しかも、逼迫状況にきている半田市クリーンセンターを除いて、常武クリーンセンターも知多南部クリーンセンターも、日々の焼却処理能力には余力があり、施設の保守・点検と必要な改修を心がければ、まだまだ５年・１０年と供用できる状態にあります。
　このように、有効利用可能な施設を廃棄して、２００億円を超える巨額の税金を投入して新施設を建設する合理的理由はどこにあるというのでしょうか。

　国の補助金が期待できるといいますが、国県の補助金も地元負担金も、同じく国民の税金であることに変わりありません。新しい施設を建設すれば国県の補助金が期待できるというだけで、まだ使用に耐える施設を廃棄することは、公共事業の名による税金のムダ遣い以外の何者でもありません。
　改めて、現在の施設の必要な保守・改修と有効利用を求めるものであります。
　広域化対象自治体の内では、ゴミの減量化に取り組んでおり、武豊町では大きな成果を上げてきており、喜ばしいことであります。現在の広域化計画は、平成１７年度の資料を基に策定されており、各自治体でのゴミ減量化の進展とともに計画そのものを見直す必要が生じているのではないでしょうか。
　常武クリーンセンターでは、平成６年度、３７１．４トンの可燃ゴミを煙突補修のために受け入れ、平成８年度には２１６．４トンの可燃ゴミを炉の馬の背の修理のために受け入れて処理しています。
また、平成１２年度の東海豪雨の際に発生した災害ゴミの一部を、名古屋港南五区災害廃棄物処理協議会より可燃ゴミ９０５．９８トン、不燃ゴミ８７．１７トン、平成１３年度には可燃ゴミ６０．５２トンを受け入れて処理しています。
さらに、平成１７年度・１８年度には、処理しきれないゴミが発生した半田市クリーンセンターは、知多南部クリーンセンターに依頼して処理したことがあります。
　これらのことは、いろいろな意味で安全・安心な地域づくり・地域のセーフティネットづくりのうえで、多くの示唆と教訓を示しています。１カ所に集約して大規模な施設を建設するよりも、現在の３カ所の施設を存続させて有効に利用することが、いかに柔軟に対応できるかの証左となっています。このような事態を予め予想して、例えば「相互援助・協力協定」などを締結しておけば、なお一層安心・安全なゴミ行政を推進できるのではないでしょうか。
　現在の計画を前提にしても、いくつかの問題点を指摘しなければなりません。

　総ての住民の日常生活に大きな影響を及ぼすゴミ処理問題を、関係首長や対策会議のメンバーだけで論議して「決定」し、議会などへは「報告」のみ。計画段階から、住民説明会を開催して住民合意を形成する努力をすることは、このような大型公共事業を進める上での常識であります。議会は住民の代表である議員で構成されているので、「議会への報告は住民への報告」であるとする姿勢は、住民軽視の最たるものであります。可及的速やかに、全住民を対象にした住民説明会を開催するよう、改めて求めるものであります。
　さらに、施設の設置場所が、現半田市クリーンセンターの隣地としているが、当初、半島中央部の各自治体の便を考えた場所という指摘はどうなったのか、組合経費の負担割合、とりわけ均等割のあり方はこれでよいのか、組合議会議員数が３人ないし４人というのは合理的であるのか、ゴミ収集・運搬車輌の走行距離が大幅に伸び、排出するＣＯ２の量が増えるのではないかという懸念をどう解決するのか、その方法・見通しはどうなのか、プールの維持管理費用まで地元負担金として共同で負担するのは不合理ではないか、もともと半田市が設置した施設であり、当然、半田市が負担すべき施設ではないのか等々、未解決な部分が余りにも多いといわなければなりません。
　戦後、長い間、大型公共事業偏重の自民党政治が続いてきましたが、過日の衆議院選挙で民主党中心の連立政権が誕生しました。八ッ場ダム凍結に見られるように、大型公共事業偏重を改める姿勢も見られます。
　真に効率的なゴミ行政を推進するためにも、現広域化計画を抜本的に見直し、現施設の増改築・保守改修を積極的に進めることを求めるとともに、知多南部広域環境組合の設置及びそれに連動する常滑武豊衛生組合規約の一部改正に反対することを表明して討論といたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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